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はじめに 

 

堺市では、障害のある方が住み慣れた地域で、安心して生き活きと自立した生活を送ることができる

よう、第 4次障害者長期計画に基づき、支援サービスの充実や環境整備などに積極的に取り組んでいま

す。 

中でも、日々生活の中で抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、障害のある方の思いに寄り 

添って支援する「相談支援」は、障害のある方自身が希望する生活を実現し、かつ継続させていくうえ

で、重要な役割を担っています。そして、そのような「相談支援」を実現させるためには、ライフス   

テージを通じた切れ目のない、一貫した総合的な支援を行うことが必要です。 

堺市においては、相談支援体制の充実を図るために、従前の取り組みも踏まえ、平成 24 年度に市域

の中核として「総合相談情報センター」を、区域の中核として 7 つの「障害者基幹相談支援センター」

を設置しました。各センターでは、区の相談窓口や専門相談機関や地域の相談支援機関とのネットワー

クづくりを推進するとともに、相談支援の充実に取り組んでいます。 

障害のある方の支援を行うにあたっては、すべての支援機関が基本となる考え方を共有することが重

要です。それは「本人がどのような生活を望んでいるのか。」「本人自らの意志でサービスを選択する。」

という当事者主体の考え方です。社会資源が十分にあるとは言えない中、相談支援をすすめるには、様々

な問題に突き当り、進めにくくなることもあることと思います。しかし、どんな場合にも、障害のある

方がどう生きたいと思うのかが中心であり、住み慣れた堺市に住み続けるために、どのように支援すべ

きかという点に立ち戻って考えることが重要と考えます。 

この手引書は、相談支援専門員として新たに従事される方をはじめ、堺市で相談支援に関わるすべて

の方々にこのことを共有いただき、これからも当事者主体の質の高い相談支援の実現に向けて、取り組

んでいただけるようまとめたものです。本手引書が活用され、相談支援の充実・強化につながれば幸い

です。 
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